
議案第３号

押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり制定する。

令和３年２月２４日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

令和３年４月１日から押印の見直しを全庁的に実施し、市民の負担軽減及び行政サ

ービスの効果的かつ効率的な提供に資するため、関係する条例について所要の改正を

行うものです。



木津川市条例第 号

押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例（案）

（木津川市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）

第１条 木津川市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例（平成１９年木津川市

条例第２１号）の一部を次のように改正する。

別記様式中「㊞」を削る。

（木津川市固定資産評価審査委員会条例の一部改正）

第２条 木津川市固定資産評価審査委員会条例（平成１９年木津川市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。

第７条中第４項を削り、第５項を第４項とし、第６項を第５項とする。

第１０条第３項中「署名押印」を「署名」に改める。

第１１条第５項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない」を「記

載しなければならない」に改め、同条第８項中「署名押印」を「署名」に改める。

第１２条第２項及び第１５条第２項中「署名押印」を「署名」に改める。

（木津川市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正）

第３条 木津川市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１９年木津川市条例第２

２４号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号及び別記様式第２号中「㊞」を削る。

附 則

この条例は、令和３年４月１日から施行する。



参考資料（議案第３号）

押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例

木津川市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表（第１条関係）

（新）

本則 （略）

別記様式（第２条関係）

宣 誓 書

私は ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し かつ 擁護するこ、 、 、

とを固く誓います。

私は 地方自治の本旨を体するとともに 公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を、 、

深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

年 月 日

氏 名

（旧）

本則 （略）

別記様式（第２条関係）

宣 誓 書

私は ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し かつ 擁護するこ、 、 、

とを固く誓います。

私は 地方自治の本旨を体するとともに 公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を、 、

深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

年 月 日

印氏 名 ○



木津川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表（第２条関係）

（新）

第１条～第６条 （略）

（審査の申出）

（旧）

第１条～第６条 （略）

（審査の申出）

第７条 （略） 第７条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 審査申出書には、審査申出人（審査申出人が法人その他の社

団又は財団であるときは、代表者又は管理人、総代を互選した

ときは総代、代理人によって審査の申出をするときは代理人）

が押印しなければならない。

４・５ （略） ５・６ （略）

第８条・第９条 （略）

（審査申出人の口頭による意見陳述）

第８条・第９条 （略）

（審査申出人の口頭による意見陳述）

第１０条 （略） 第１０条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委

員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委

員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならな

い。



（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（口頭審理） （口頭審理）

第１１条 （略） 第１１条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならな

い。

５ 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれ

に署名押印しなければならない。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

６・７ （略） ６・７ （略）

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委

員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委

員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならな

い。

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）

（実地調査） （実地調査）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委

員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委

員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならな

い。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）



第１３条・第１４条 （略） 第１３条・第１４条 （略）

（議事についての調書） （議事についての調書）

第１５条 （略） 第１５条 （略）

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した

委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならな

い。

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した

委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければなら

ない。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

第１６条～第１９条 （略） 第１６条～第１９条 （略）



木津川市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表（第３条関係）

（新） （旧）

本則 （略）

別記様式第１号（第８条関係）

別紙 （略）

年 月 日

木津川市議会議長

様

会派名

代表者名

年度政務活動費に係る収支報告について

木津川市議会政務活動費の交付に関する条例第８条第１項の規定により 別紙のとおり、

年度政務活動費収支報告書を提出します。

本則 （略）

別記様式第１号（第８条関係）

別紙 （略）

年 月 日

木津川市議会議長

様

会派名

印代表者名 ◯

年度政務活動費に係る収支報告について

木津川市議会政務活動費の交付に関する条例第８条第１項の規定により 別紙のとおり、

年度政務活動費収支報告書を提出します。



別記様式第２号（第８条関係）

別紙 （略）

年 月 日

木津川市議会議長

様

木津川市議会議員

年度政務活動費に係る収支報告について

木津川市議会政務活動費の交付に関する条例第８条第１項の規定により、別紙のと

おり 年度政務活動費収支報告書を提出します。

別記様式第２号（第８条関係）

別紙 （略）

年 月 日

木津川市議会議長

様

印木津川市議会議員 ◯

年度政務活動費に係る収支報告について

木津川市議会政務活動費の交付に関する条例第８条第１項の規定により、別紙のと

おり 年度政務活動費収支報告書を提出します。



政策等の形成過程の説明資料

議 案 名
議案第３号 押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例
の制定について

担 当 課 総務課 行政係

提案事項の概要等
（必要性、効果等）

新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、内閣府に

設置される規制改革推進会議において、書面規制、押印、対面規

制の見直しの結果及び今後の取組がとりまとめられました。

本市においても押印の見直しを全庁的に推進し、市民の負担軽

減及び行政サービスの効果的かつ効率的な提供に資するため、関

係する条例について所要の改正を行うものです。

提案に至るまでの経緯

・地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しにつ
いて（令和２年７月７日付け総行行第１６９号・総行経第３５
号総務省自治行政局長通知）

・調整会議（１１月１７日）、政策会議（１１月２５日）におい
て押印の見直しの全庁的な推進を決定

・課内、関係課と協議・検討を行い、改正案を策定

市 民 参 加 の 状 況

□有 ■無

市総合計画の位置付け

基 本 方 針
７ 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたま
ちづくり

政 策 分 野 １６ 情報

施 策
① 情報公開
イ．文書事務・保存の適正化

概 算 事 業 費
( 単 位 : 千 円 )

□単年度（ 年度）
□複数年度（ 年度）

将来にわたる効果及び
経費の状況

行政手続において押印の見直しを行うことは、新型コロナウイ
ルス感染症のまん延防止のみならず、木津川市スマート化宣言の
取組として市民の負担軽減につながるとともに業務そのものの
見直しや効率化を図ることができ、行政サービスの効果的かつ効
率的な提供を期待できます。


